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平成３０年３月定例教育委員会会議録 

 

平成３０年度塩尻市教育委員会３月定例教育委員会が、平成３０年３月２２日、午後１時１５分、

塩尻総合文化センター３０２多目的室に招集された。 

 

会 議 日 程 

１ 開 会 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 教育長報告 

報告第１号  主な行事等報告について 

報告第２号  ４月の行事予定等について 

報告第３号  後援・共催について 

報告第４号  宗賀中央保育園の火災について 

報告第５号  市議会３月定例会報告について 

報告第６号  平成３０年度教育センター研修講座について 

報告第７号  平成３０年度塩尻市立学校の休業日に係る専決報告について 

報告第８号  教育委員会事務局４月１日付人事異動について 

報告第９号  長野県公立高等学校入学者選抜の結果＜非公開＞ 

 

４ 議 事 

  議事第１号  市立学校職員に対する指導上の措置について＜非公開＞ 

議事第２号  塩尻市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の退任及び新規委員の委嘱に 

ついて 

議事第３号  教育委員会個別計画の見直しについて 

 

５ その他 

  その他第１号  教育委員会事務局に係る個別計画の見直しについて 

  その他第２号  社会体育意識実態調査の結果について 

 

６ 閉 会 

 

○ 出席委員 

教育長 山 田 富 康  教育長職務代理者 小 澤 嘉 和 

委 員 

委 員 

石 井  實 

嶋 﨑 栄 子 

 委 員 林  貞 子 

 

○ 欠席委員 

なし     
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○ 説明のため出席した者  

こども教育部こども教育担

当部長（新体育館建設プロ

ジェクトリーダー） 

中 野 昭 彦  こども教育部生涯学習担

当部長（市民交流センタ

ー長・図書館長） 

中 野 実 佐 雄 

こども教育部次長 

（家庭支援課長） 

百 瀬 公 章  教育総務課長 太 田 文 和 

こども課長 青 木 正 典  生涯学習スポーツ課長

（新体育館建設プロジェ

クトサブリーダー） 

胡 桃 慶 三 

市民交流センター次長（子

育て支援センター所長） 

赤 津 廣 子  男女共同参画・人権課長 石 川  忍 

     

交流支援課市民活動担当課

長 

山 﨑 浩 明  交流支援課長 小 松 秀 樹 

主任学校教育指導員 黒 澤 増 博  図書館副館長 上 條 史 生 

     

○ 事務局出席者 

教育企画係長 横 山 朝 征    

 

１ 開会 

山田教育長 それでは、皆さんこんにちは。ただいまから３月の定例教育委員会を開会いたします。

よろしくお願いいたします。 

昨日からの雪で冬に逆戻りしたかのような今日の天気でありますが、先週１４日、１５日には本

当にうららかな天候に恵まれ、市内の小中学校において卒業証書授与式が行われました。式は厳粛

なうちに行われ、それぞれの課程を修了した子供たちが、明るく輝く日差しの中、学び舎を巣立っ

ていきました。卒業した全ての子供たちの前途に幸多かれと願わずにはいられません。また、明日

は市内保育園の卒園式が行われます。小学校入学を前に胸膨らませて卒園する子供たちを、保護者

の皆様や保育士の皆様が目を赤らめて送り出す感動的な様子が見られるのではないかと思います。

どの子も胸弾ませたまま、入学の日を迎えることができることを願っております。 

教育委員会におきましても節目の時節を迎えております。今年度末は、第五次塩尻市総合計画に

義務づく教育委員会関係の個別の計画が、前期３年間の締めくくりの時を迎えております。これま

で計画に即して取り組んでいただきました各事業では、それぞれで多くの成果に結びつけていただ

きました。これまで御尽力いただきました教育委員の皆様、教育委員会事務局の皆様、また多くの

現場の職員の皆様にこの場をお借りし、心より感謝を申し上げます。次年度以降につきましても市

民からのたくさんのありがとうの言葉をいただけるよう、中期３年間の事業の質を連携・協働そし

て信頼の力で高めてまいりたいと思います。 

 

２ 前回会議録の承認 

山田教育長 それでは次に進みます。次第に従いまして２番、前回会議録の承認について事務局から

お願いいたします。 

横山教育企画係長 前回、２月定例教育委員会の会議録につきましては既に御確認をいただいており

ます。本会議終了後に御署名をいただきますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

山田教育長 それではよろしいでしょうか。 
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〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 それではそのようにお願いいたします。 

 

３ 教育長報告 

山田教育長 ３番、教育長報告に入ります。今回は、宗賀中央保育園の火災について、それから塩尻

市立小中学校通学審議会の答申について、市議会３月定例会について、教職員の人事異動などにつ

いて、その概要を報告いたします。 

初めに、３月７日に宗賀中央保育園の調理室から発生した火災について報告いたします。この件

については、おやつ調理中に油を火にかけ持ち場を離れてしまったことにより、回転釜から出火し

たものです。児童保育士に被害はなく、ほっとしているところです。教育委員の皆様には当日第一

報を差し上げたところですけれども、多大な御心配をおかけいたしましたことについておわび申し

上げます。詳細につきましてはこの後、報告第４号でお願いをいたします。今後、教育委員会の関

係各施設でこうした事故のないように、最善を尽くしてまいります。 

次に、塩尻市立小・中学校通学審議会の答申について報告をします。昨年７月末教育委員会では、

塩尻市立塩尻西小学校、桔梗小学校、塩尻中学校及び広陵中学校の通学区域の一部変更について、

通学審議会に諮問いたしました。その後５回の審議会における慎重審議を経て、先週１５日に高山

会長より答申をいただきました。答申の内容は、『今回の諮問内容については学校規模の適正化を図

るため通学区域の見直しの必要性はあると考えるが、児童生徒の地域活動への影響や今回の見直し

案だけでは、確実な学校規模適正化につながらないと考えられることなどから、現状では困難であ

ると判断する』というものでした。また答申には６項目の付帯事項がつけられております。この件

につきましては本日の協議会において報告協議し、以降通学区の見直しについての方向性を見出し

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、１９日に閉会いたしました市議会３月定例会について報告いたします。今回の議会の一般

質問では子供の貧困に関連して２名の議員から、小中学校の大規模改修に関連して２名の議員から、

そのほか放課後児童クラブ・キッズクラブについて、平出の里魅力づくり事業について、がん教育

について、教育委員会の取り組みについて、教員の過重勤務についてなどの質問がありました。詳

細につきましては報告第５号で扱いますので、私からは一般質問で問われた内容のうち、子供の貧

困に絞って、次年度以降にわたる考え方について報告をしたいと思います。 

子供の貧困についての対応は、基本的には貧困家庭だけにターゲットを絞るのではなく、個別の

教育的ニーズ・配慮を含めて、全ての子供たちに対して進めていきたいと考えております。具体的

には、学校や学校外において進める基礎的な学力の保証はもちろん、主体性や粘り強く物事に打ち

込む力、友達と協力する力や基本的な生活習慣などを身につけられるように支援していくことが必

要であると考えております。こうした全ての子供に向けての支援を進めていくことが、結果的に子

供たちに心理的な負担をかけずに、貧困家庭の子供たちの力を向上させることにつながるのではな

いかと思っております。また、放課後の多くの子供の居場所であります児童クラブ・キッズクラブ

の役割が大きくなっていくものだと考えております。そこで、コミュニティ・スクールの一環とし

ても児童館の教育的な機能を高めていくことが必要ではないかと思っておりますので、以後必要な

対応を取っていきたいと考えております。 

最後に、今年度末の学校教職員の人事異動の概要についてであります。管理職に絞って報告をい

たします。市内校長につきましては、いずれも小学校の３名が定年退職を迎え、２名が転任となり

ます。また教頭につきましては、１名が定年退職となり、２名が校長昇任し、３名が市外の学校に
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教頭として転任となります。さらに今年度は、市内各校の教務主任等８名と本市指導主事１名の、

合わせて９名が塩尻市関係として教頭昇任を果たし、市内外の学校で活躍いただくことになってお

ります。   

教育委員会事務局にかかわる人事については、このあと報告第８号の中で詳細に取り上げするこ

とになります。御了承いただきたいと思います。以上で私からの総括的な報告を終わります。 

それでは、御質問等ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

 

○報告第１号  主な行事等報告について 

山田教育長 それでは報告第１号、主な行事報告についてお願いをいたします。本日の資料１ページ

から４ページとなります。事務局より主要な行事について説明をお願いいたします。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 それでは、こども教育部行事報告をさせていただきます。資料１ページ

でございます。下の段、３月１０日土曜日でございますけれども、平昌２０１８パラリンピックア

イスホッケー競技パブリックビューイングを開催したものでございます。場所は、総合文化センタ

ーの講堂において、塩尻市在住の塩谷選手が選手登録されておりますパラアイスホッケーを、市民

で応援したものでございます。予選リーグの初戦となります韓国戦を、大型スクリーンに投影し応

援をいたしたものでございます。迫力ある熱戦を会場に集まった約８０名が一体感を持って応援を

することにより、スポーツの基本法にある観るスポーツ、パラスポーツを理解することになったと

考えております。当日は、教育委員の皆さん方にも御観覧いただきましたこと、この場を借りて御

礼を申し上げます。私からは以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

小松交流支援課長 市民交流センターですが、３ページをご覧ください。２月１８日日曜日に開催し

た「ｔｅｎｔ（テント）学校とはちょっと違う、学び」は、信州大学の考えるゼミの学生メンバー

が企画し、交流支援課が主催して行う事業です。３日間７コマのイベントを開催し、自由に考え、

学びを体験するという内容です。初回は絵の具を使い、無限に色をつくりだす学習。午後は、世界

の朝食からその土地の気候や特徴を学ぶ授業で、一緒にライ麦パンなどをつくり、試食しながら勉

強しました。興味や学びが教科横断的に生まれ、子供たちの可能性を引き出す狙いがあり、学ぶ楽

しさを実感する機会を提供することができました。 

山田教育長 ありがとうございました。 

赤津市民交流センター次長（子育て支援センター所長） 続きまして、子育て支援センターになりま

すが、同じ３ページの一番下の段になります。子育て支援講座、ひなまつりコンサートについて御

報告いたします。３月３日土曜日に開催いたしまして、市民交流センターの多目的ホールで実施い

たしました。内容につきましては、子育て中のお母さんが、高校時代の吹奏楽部の仲間と一緒に結

成した、３ａｎｔ（スリーアント）というグループの皆さんによる演奏で、成長したお子さんの姿

をともに喜び、春の訪れを感じながら音楽に親しみリフレッシュの機会にいたしました。成果とい

たしましては、演奏する人たちも全て子育て中のお母さんであるということで、演奏者それから参

加者もお互いに子育て中の立場でみんなが楽しんだという会になりました。お子さんも含めて、笑

顔があふれるコンサートになりました。参加者１１４名でした。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

上條図書館副館長 図書館からは、４ページごらんください。下の欄です。３月８日日曜日に子ども

本の寺子屋で今年度最後のワークショップを開催いたしました。ｔｕｐｅｒａ ｔｕｐｅｒａ（ツ
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ペラツペラ）と春なりきりお面をつくろうということで、大変人気のある絵本作家ツペラツペラの

亀山達矢さんを、講師として招きました。絵本の代表作の朗読と、それに引き続きまして、工作で

お面をつくるワークショップを開催いたしました。募集しましたところ定員以上の申し込みがあり

まして、可能な限り定員をふやしましたけれども、抽選で参加者を決めるという状況でございまし

た。当日つくられましたお面の一部が、現在、市立図書館の壁柱に展示してございますので、また

ごらんいただきたいと思います。絵本を楽しむとともに工作をするということで、子供を中心に参

加した大人もとても楽しんで、絵本の世界に親しむイベントになりましたので、報告させていただ

きます。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

それでは、委員の皆さんから御質問、御意見ありましたら、お願いいたします。 

林委員 ２月の１０日の英語ｄｅおはなし会というのは、対象者は子供なのでしょうか、大人なので

しょうか。お聞きしたいです。 

上條図書館副館長 子供でございます。普段学校で、子供相手に英語の学習を指導していただいてい

る市内の国際理解講師の方に講師をお願いいたしまして、小学生も含めて少し小さなお子様とお母

さんも参加していただきました。図書館の児童コーナーのおはなし会の狭いスペースに５１人の参

加でしたので、とても賑やかでした。小さな子供にもわかるような手遊びなどを交えて英語による

お話し会行ったものでございます。 

林委員 そうですか。ありがとうございました。 

山田教育長 ほかには、いかがでしょうか。 

小澤教育長職務代理者 ここにはありませんが、２月２４日に行われましたイベントの中で、子供た

ちの活動に感動いたしましたので、それについて述べてみたいと思います。環境トーク＆パフォー

マンスであります。振り返ってみれば、これが始まって以来、十数年続く伝統のイベントの一つだ

と思います。しっかりと市民に定着した感があります。最初の数年というのは、小学校の４年生が

社会見学をしたその報告でした。例えばダムとか浄水場や焼却炉に行ってきたというような見学の

報告の会であったわけであります。その後、自治体とかＮＰＯとか企業が参加して幅が広がってき

たわけでありますが、ここ数年というのは、また元に戻って、小中学校、ことしは高校も加わって

おります。学校が主役になってきている。そんな変遷をしているわけであります。特に今年、私が

感動を覚えたのは、子供たちの発表の内容と発表の仕方が、単なる報告から脱皮して、いわゆる表

現力、プレゼン力が大幅に高まっている、表現が巧みになってきているなということを特に感じま

した。 

その内容でありますけれども、１つは身近なもの、足元にあるものに目を向けてそれを課題とし

ていること。それから、地域の人たちの助言、協力を得ながら一緒に学びを進めていることが見え

ました。それから３つ目は、課題解決に向けてのプロセス、これの筋がきちっと通っている。いわ

ゆる、ＰＤＣＡ。この筋がきちっと通っているので、子供たちの発表の声に張りがあります。それ

は自信に満ちている証拠でしょう。喜びが体からあふれている。いいなあと思ったわけであります。

ふっと振り返ったとき、環境＆パフォーマンスは４年生が発表したわけでありますけれども、一朝

一夕に、この力はついたのではないなあということを思いました。３年生までの蓄積、これが花開

いているというふうに私は理解したわけであります。今、アクティブラーニングなんて、かっこい

い言葉で言っておりますけれども、各教室がそれに向かって、そういう手法を教室の中に取り入れ

ている証拠かな、などと思います。 

それで、参加した方々の入れかえもあったわけでありますが、あの大ホールのほとんどの人が最
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後の教育長のコメントが終わるまで残っていた。これも感動の一つであります。それで教育長の講

評が終わった後、しばらく余韻を楽しむというのかな、しーんと、こうなったわけであります。よ

く現役のころ、授業が終わった後、余韻のないような授業ならやった価値はないと先輩に言われた

けれども、今回のように余韻があったということは、みんな大満足だったのではないかなと思った

わけです。 

そうしたら先日、ある全国紙に、揺れる教育行政と題しての記事があった。つまり片方はゆとり

教育、片方は知識偏重、これが２０年ごとに揺れるんです。ゆとりだったり、知識偏重だったり。

そうやって揺れてきたわけです。今、どちらかというと知識偏重が主流である中、ここにきて、ゆ

とりに傾いている。もっと言うならば、今はゆとりの精神と学力定着、両方が現場に求められてき

ている。これを、教育長をトップとして各現場の先生たちに両方が課せられている。どう乗り切っ

ていくか。重いことだなということを思いながら、環境パフォーマンスと全国誌と重ねながら思い

ました。くぐり抜けていくより仕方ない。以上であります。 

山田教育長 ありがとうございました。 

林委員 私も今の環境トークのことですけれども、両小野中学校では、生徒がよくアントレプレナー

という言葉を機会あるごとによく言うんです。何なのだろうと、どういう意味なのだろうと疑問に

思っていました。今回、西小が実際、地域の問題ということで、大門地区の空き家の清掃をしてい

るという発表がありました。こういうふうに地域の課題を見つけて、それに対してどういうふうに

みんなが問題を意識して、どういうふうに解決していくのか、これがアントレプレナーシップ教育

というのはこういうことなんだと、合点がいきました。その後、西小のＰＴＡのお母さんとお話し

する機会があって、その時におっしゃっていたことは、今度は小中、さらに高校まで含めてどうい

うふうに問題解決をしていくのかということを、具体的にこういうことをやるという、プランニン

グのところまで小中高みんなが参加してやれるようになったら、もっと具体的ないろいろなアイデ

アが出て、地域が活性していくのではないかと。これからもっとプレゼンも含めてリーダーシップ

だとか、忍耐力だ、柔軟性だとか、いろいろ具体的に問題を考える能力だとか、そんなことを含め、

将来向けて進めていく方向を、小中高一環となって、考えていただけたらうれしいなと思いました。

以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今、両委員から、二つの宿題をいただきました。一つは、ゆとりと学力、将来を切り開く人材を

どう育成していくか、そのかじ取りをしっかりやりなさいというものです。それから、もう１つは

小中を一貫して子供たちに生きる力を育むために、自分たちで課題を見つけて、そして自分たちで

その解決の方法を見出し、大人も含めて仲間を集って、そしてその課題を解決していくというそう

した一連の学び方についてしっかりと方向を見定めてほしということです。こうした２つの課題を

いただきましたので、また次年度以降、教育委員会としても考えてまいりたいと思います。 

 それでは次に進みます。 

 

 

  ○報告第２号  ４月の行事予定等について 

山田教育長 では、報告第２号、４月の行事予定等についてお願いいたします。資料５ページをお開

きください。いよいよ新しい年度となります。４月２日の欄見ていただきますと、ずらずらずらっ

と予定が並んでおりますが、教育委員会としては着任校長辞令交付式、それから教育委員会事務局

あいさつ、校長着任式、そのあたりが教育委員の皆様方に携わっていただくことになろうかなとい
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うように思います。それから４月５日、市内小中学校の入学式がありますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に１１日、第１回目の校長会があります。ここでは教育委員の皆様方を校長先生方に御紹介い

たしますので、御出席をお願いいたします。それから１９日、奨学生選考委員会がありますので、

出席をお願いいたします。定例教育委員会と協議会は２６日となります。その際、夕方から教育委

員会関係者の歓送迎会を予定しておりますので、出席をお願いいたします。４月の行事予定につい

て御質問等ありましたらお願いいたします。 

〔「いいです」の声あり〕 

山田教育長 よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

 

  ○報告第３号  後援・共催について 

山田教育長 報告第３号、後援・共催についてです。資料の６ページ、７ページをお開きください。

御質問、御意見がありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 

○報告第４号  宗賀中央保育園の火災について 

山田教育長 それでは次に進みます。報告第４号、宗賀中央保育園の火災についてです。資料の８ペ

ージと９ページになります。それでは、事務局から説明をお願いいたします。 

青木こども課長 それでは去る３月７日に起きました宗賀中央保育園の給食調理室、こちらの火災に

つきましては、皆様には多大なる御心配と御迷惑をおかけしまして、大変申しわけございませんで

した。教育委員の皆様には当日事務局から報告をさせていただいてありますけれども、当日の経過

と以後の対応につきまして、改めて御報告をさせていただくものでございます。 

それではお手元の資料の８ページ、９ページをお願いしたいと思います。まず２番になりますけ

れども、当日の宗賀中央保育園の園児数等の状況でございます。登園児童数につきましては、在籍

数が１１４名でございましたが、そのうち１０２名の登園がございました。あわせまして、勤務し

ている保育士数は全１６人中１４名ということでございます。 

続きまして、３番の経過になりますけれども、３月７日の水曜日、昼過ぎになります。１２時５

分に宗賀中央保育園の給食調理室から火災が発生しております。原因につきましては、おやつの調

理時に調理員がその場を離れたため、回転釜の油から出火をしたものでございます。火災発生後に

つきましては、保育園長の誘導のもと、園児、その他保育士はまず園庭に避難をいたしまして、そ

の後、宗賀小学校の校長先生、教頭先生の御配慮で小学校の校庭、それから小学校の中ということ

で、暖かい部屋を提供していただきまして、避難をさせていただきました。おかげさまで、子供た

ち、保育士を始め、けが等がなく、無事に避難できたことは幸いであったというふうに思っており

ます。この後、校長先生のほうにもお礼に行かせていただいたわけでございますけれども、校長先

生からは、こういうときに日ごろの保小の連携がやっぱり役に立つね、というお言葉をいただきま

して、大変申しわけないながらも、ありがたいという気持ちになった次第でございます。 

あと調理員につきましては、１名が煙を吸ったということで松本病院に救急搬送されまして、経

過観察入院ということで、３月１８日、この間の日曜日に退院をしております。それから１２時４

２分に鎮火ということで、鎮火を確認しましたあとに保護者の方に状況報告と子供たちが宗賀小学

校に避難をしているので、お迎えの可能な保護者の方はできるだけ早くお迎えに来てくださいとい

うことで、メールで御連絡を差し上げました。 

結果、１６時、夕方の４時くらいには全員の保護者の皆さんお迎えに来ていただきまして、子供
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たちは無事、帰路についたということでございます。 

続きまして、１時５９分になりますけれども、あす以降の対応につきまして、保護者の皆さんに

メールとそれから連絡網で御連絡を差し上げております。給食提供ができないということもありま

して、明日から当分の間はお弁当で対応していただきたいということのお願いと、それから未満児

につきましての、朝のおやつ、それから全園児の午後のおやつにつきましては、本来は手づくりで

提供しておりましたけれども、おやつをつくることができないということで、既製品で対応させて

いただく旨のお願いをさせていただいております。 

続きまして、翌３月８日木曜日になりますけれども、ちょうど市議会３月定例会中でございまし

たので、そちらの福祉教育委員会へ報告をさせていただくとともに、降園時でありますが、夕方、

保育園の保護者宛てに今回の経過報告とお詫び文を配付させていただいております。 

それからページ右側、９ページになりますけれども、３月１９日の月曜日でございますけれども、

火災の復旧ということで、早急な対応をしなければならないことから、市議会３月定例会にこちら

の備品関係を中心に補正予算を追加提案させていただきまして、承認をいただいたところでござい

ます。 

次に４番の被害状況になります。宗賀中央保育園の鉄骨平屋建てということで、建物は平成１５

年建造になります。焼損面積につきましては、厨房、それから配膳カート置き場ということで、約

４０平米、それから被害の状況につきましては、新聞等の写真でもごらんになっておられるかと思

いますけれども、すすによります調理室全体への被害と、天井裏確認のための穴あけ。それから窓

ガラスの損傷、調理器具の損傷、床、壁、天井の損傷、それから照明器具の損傷ということになっ

ております。 

次の５番の現在の状況でございますけれど、まず１番としてまして、保育と給食についてでござ

いますが、おかげさまをもちまして、保育室のほうは無事であったことから、翌８日の木曜日から

通常保育の受け入れを行っております。給食の提供ができないために、保護者の皆さんには当面の

間、弁当持参ということをお願いしましたけれども、保護者負担を最小限にとどめたいということ

から、３月１６日の金曜日から外部の調理によります給食の提供を開始をいたしております。外で

つくったものを運搬しまして、保育園のほうでできるだけ温かい給食を食べていただきたいという

ことがございまして、外部委託、外部の調理になりますけれども、給食の提供を開始させていただ

いているところでございます。 

それから保育園ですが、直接火災の火等を見た園児はいないということではございましたけれど

も、やはり精神的なケアが必要であるということで、翌日から保育相談員を宗賀中央保育園のほう

に配置をするとともに、保護者からの相談への対応を行っているところでございます。 

それから２番になります。調理室の修繕についてでございますけれども、当日、翌日からの保育

に備えまして、清掃業者による清掃作業を行っております。それから先ほども御報告させていただ

きましたけれども、できれば３月中に現状を復旧いたしまして、それから４月当初から通常どおり

の給食提供の再開をしたいというふうに考えておりますので、調理室の早期修繕、それから厨房器

具の再配備について現在調整を進めているところでございます。 

最後６番になりますけれども、給食の調理業務につきましては、こちらの宗賀中央保育園は平成

２９年度、今年度から給食の業務委託をシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社松本営業所

に委託をしております。委託の期間につきましては、今年度から３２年の３月３１日ということで、

長期継続契約を結んでおります。委託料はごらんのとおりで、担当した調理員は４名ということで

対応させていました。今後はこのようなことがないように気をつけるとともに、更なる管理徹底を
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図ってまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 

山田教育長 ありがとうございました。 

太田教育総務課長 追加でお願いします。施設の管理につきましては、教育総務課のほうで担当して

おりますので、現在の状況について報告させていただきますが、宗賀中央保育園の給食室の復旧工

事につきましては、緊急対応ということで、平成１５年度にこちらの保育園を建設した業者にお願

いをしてございまして、今月中に完了する予定で進めているところでございます。工事概要として

は、天井の張りかえや、壁、床のクリーニング、塗装、それから電灯、放送設備の取りかえ、給湯

器、エアコン、換気扇、ステンレスフードの取りかえ等、工事費用は８３９万円余となっておりま

す。費用については、今年度予算の予備費を充てさせていただきまして対応する予定でございます。

以上でございます。 

山田教育長 ありがとうございました。それでは御質問、御意見ありましたらお出しください。 

石井委員 ちょうどこういう速報をいただいて、私迷ったんですけれども、こういう立場でもって、

例えば火災について、飛んでったほうがいいのか。飛んでいくと自分なんか行かないほうがいいの

かってことなんですけれども、これもし、洗馬だったら、行ったと思いますけれども、後でお電話

をいただいて、どうしたもんだろうなというようなことでちょっと気がきかないで悪かったかなと

思ったりして、邪魔になってはいけないなと思ったりして、足を向けなかったわけですけれどもね。

そこら辺の対応っていうのは、私たちの立場としてどんなことでよろしいかということ。お聞かせ

願いたいです。 

中野こども教育担当部長 ありがとうございます。基本的には今回の火事もそうですけれども、私も

中に残って担当の課長、それから担当者が現場のほうに急行をして、状況を見て、まず人的な安全

確認がどうであったかということころを確認させていただいて、あとは復旧をどうするかっていう

話になるかと思います。今回のケースはそういう形ですが、いずれの場合も私どもがまず、現場の

対応をさせていただくと。その中で改めて、第１報を入れた以降に教育委員の皆様に御報告をしな

ければならない事項がすぐ発生したのであれば、その時点で連絡をせていただくという形をとらさ

せていただいてありますので、現場のほうは石井委員さんがお近くであれば御心配になるところも

あるでしょうが、基本的には現場のほうは私共のほうで対応させていただきますので、そんなこと

でよろしくお願いします。 

石井委員 わかりました。 

山田教育長 ほかにはよろしいでしょうか。 

嶋﨑委員 保育園児の方たちが逃げるときに割とスムーズに、泣いたりする子がいなかったりとか、

待っている間とかの様子などがもしわかればお聞きしたいんですが。 

青木こども課長 おかげさまをもちまして、毎月１回はこういったことを想定をしまして、避難訓練

をさせていただいています。それから今回の場合も、幸いなことに第一避難所の園庭が給食室とは

反対の方向にあったものですから、子供たちも直接火災の火を見ることがなかったということもス

ムースに避難できた理由の１つになろうかと思いますけれども、園長と担任と保育士等の誘導のも

とに比較的落ち着いて、騒ぐことなく避難ができたというふうに考えております。先ほどもちょっ

と報告させていただきましたけれども、暖かい部屋を小学校のほうで提供していただいたものです

から、子供たちも非常に和むという言い方は変ですけれども、小さい子は普通にお昼寝をしており

ましたし、それなりの落ち着いた状況で避難後も過ごさせていただいておりましたので、そのよう

な状況でございます。 

嶋﨑委員 わかりました。 
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山田教育長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは次に進みます。 

  

○報告第５号  市議会３月定例会報告について 

山田教育長 報告第、５号、大事なところ忘れておりました。平成３０年塩尻市議会３月定例会の報

告についてお願いいたします。資料の１０ページから２３ページまでですかね。それに加えて、本

日お配りした資料、表紙に報告第５号追加資料とある資料、それをお願いいたします。では事務局

から説明をお願いします。 

太田教育総務課長 それでは本日の資料１０ページを先にお願いいたします。資料Ｎｏ．５になりま

す。平成３０年塩尻市議会３月定例会に係ります教育委員会関係の報告になります。提出議案につ

きましては、条例案件２件、予算案件４件でございました。いずれも２月２２日に提出されまして、

３月１９日の本会議において提案どおり可決されております。なお条例案件及び予算案件につきま

しては、いずれも前回の２月定例教育委員会で説明をさせていただいておりますので、省略をさせ

ていただきます。また報告案件１件につきましては、通学区域見直しに関する住民アンケートの結

果や通学区域審議会の審議状況等について福祉教育委員会協議会におきまして報告をさせていた

だき、３月９日に受理されております。 

 次に本日配付の報告第５号追加資料をお願いいたします。追加議案といたしまして、議案第４０

号、平成２９年度一般会計補正予算（第１０号）及び議案第４１号、平成３０年度一般会計補正予

算（第１号）となります。１ページ、２ページにつきましては、平成２９年度一般会計補正予算に

なります。まず１ページ目は歳出予算になります。この欄の補正額欄も一緒にごらんください。ま

ずＮｏ．１につきましては、宗賀中央保育園の給食室の備品購入に伴う６２５万３，０００円の増

額補正になります。それからＮｏ．２からＮｏ．５につきましては、吉田小学校及び塩尻中学校の

大規模改修工事、こちらの一部につきまして、２９年度の国の補正予算によります交付金の交付決

定の内示がございまして、該当するトイレ改修工事に係る工事費等について前倒しに伴う増額補正

をお願いしたものでございます。吉田小学校が管理委託料と工事請負費、あわせて３，２７０万円

余、塩尻中学校が、６，２５８万円余の増額となっております。また２ページはこれにかかる歳入

予算でございまして、吉田小学校及び塩尻中学校のトイレ改修工事に係る学校施設環境改善交付金、

２，２８８万円余及び学校教育施設等整備事業債、７，２８０万円の増額補正になります。なおト

イレ改修工事につきましては、今回の補正予算額を３０年度に繰り越しをいたしまして、夏休み中

の実施を予定したいと思います。 

次、３ページ、４ページをお願いします。こちら平成３０年度一般会計補正予算になります。先

ほど御説明を申し上げた吉田小学校及び塩尻中学校の大規模改修のうちの一部トイレ改修工事につ

きまして、平成２９年度の補正予算として増額補正いたしましたので、３０年度当初予算と重複す

る部分がありますので、重複する予算について減額をしたものでございます。３ページが歳出予算、

４ページが歳入予算となりますので、御確認ください。この後一般質問及び委員会審査の概要につ

きましては、各部長から御説明申し上げます。 

中野こども教育担当部長 それでは１１ページをごらんいただきたいと思います。今回の３月定例会

ですけれども、１２人の議員さんから質問がございまして、教育委員会関係では８人に御質問をい

ただきました。主なもののみ御説明をさせていただきます。 

１１ページの１番になりますけれども、小澤彰一議員の一般質問でございます。働き方改革の教

員の過重勤務についてということで、負担軽減策として、今年度進めてきた教職員の事務負担軽減

に向けた検討内容と取り組みの効果について聞きたいということでございます。教育長の答弁でご
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ざいますけれども、本年７月から学校事務職員でつくる事務部会と連携をして、教員が子供と向き

合う時間を確保することを目的として、現場の意見を聞きながら、事務負担の軽減策を研究してき

ました。平成３０年度からは１校当たり年間１８０時間の削減が見込まれる、この４つの取り組み

を柱とする２５項目の業務が見直しを行いたいということでございまして、この共同研究について

は、来年度以降も継続して取り組んでまいりたいという答弁でございました。 

次の２番、中村努議員でございますけれども、骨髄バンクドナー登録推進についてということで、

がん教育の一環としての教育委員会の取り組みはどうかということで、骨髄バンクのドナー登録者

数をふやす必要がある中で、がん教育の一環として教職員への研修ですとか、子供たちの教育につ

いて教育委員会の取り組みをお聞きしたいということでございます。学校勤務の教職員につきまし

ては、骨髄等の提供に伴う検査、入院にかかわる特別休暇がございますけれども、教職員に対する

研修や周知については特には今は行っていないということでございます。県の教育委員会からのが

ん教育の手引きにおきましては、保健体育を中心として、総合的な学習の時間にそういった特別活

動等含めて、全教育活動を通してがん教育に取り組むことが示されているということでございます。

市内の小中学校の状況につきましては、主に保健体育の生活習慣病予防、保健医療機関の利用、禁

煙教育の中でがんについての扱いをさせていただいております。 

次の３番でございます。中村努議員の吉田小学校の大規模改修についてということで、大規模改

修の概要と工期、それから体育館に関してのバドミントンコートのラインの塗装、雨漏り対策、網

戸の設置などを要望するということでございました。回答でございますけれども、４行目、今回は

体育館の内外装の改修、給食室の内外装の改修、トイレの洋式化を行うもので、夏休み期間を中心

に５カ月を予定しております。なおコートラインにつきましては、実施をさせていただきます。雨

漏りについては、屋根全体を覆うカバー工法をしますので、雨漏りについては問題ないということ。

それから網戸の設置については、耐久性、それから安全性に課題があり、困難であるというふうに

回答させていただいております。 

次のページをごらんいただきたいと思います。４番、金子勝寿議員でございますけれども、市内

の小中学校の今後の改修計画についてということで、大規模改修と今後、第２期中期戦略になりま

すけれども、計画について聞きたいということでございます。老朽化対策としての大規模改修につ

きましては、平成２３年度の宗賀小学校を皮切りに、広陵中、洗馬小、塩尻東小学校の４校が完了

をしております。３０年度につきましては、吉田小学校、塩尻中学校を予定をしているということ

でございます。それから、第２期の中期戦略の期間中には、これらの長寿命化を図る個別施設計画

というものをつくりまして、中長期的な大規模改修を検討していくということになります。大規模

改修以外では、プールの改修ですとか、トイレの様式化、普通教室の天井扇の設置、受水槽の更新

を予定をしているということでございます。 

５番、金子勝寿議員の市内小中学校の今後の改修計画についてということで、その中で少子化に

伴う空き教室の活用はどうか、創意工夫が必要ではないかという御質問でございます。３行目にな

りますけれども、小中学校では教室に余裕ができた場合には、少人数学習、それから総合的な学習

の時間、学習相談など学習室や学年室として活用をしているという状況があります。それから学校

活動以外の活用としましては、児童館、地域ボランティアの活動スペースとして活用をしています。

それから、今後でございますけれども、空き教室の増加が予測されるため、児童生徒数の動向をみ

る中で、学校関係者と協議をして空き教室の利活用について、研究をしていきたいということでご

ざいます。 

次の６番目、柴田博議員ですけれども、第２期中期戦略・新年度予算案に関連してということで、
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放課後児童クラブ・キッズクラブ、新年度予算額に双方違いがあるがこれは何かということ。それ

からキッズクラブの登録人数が少ないが問題はないか。それからキッズクラブにはＰＲが必要。キ

ッズクラブの終了時間を１時間、今回早くしましたけれども、その理由は何かというようなことで

ございます。回答でございますけれども、３行目、登録児童数は児童クラブが８６２人。キッズク

ラブが３３人。予算につきましては、この登録数の差が予算に反映されているということでござい

ます。それから新年度につきましては、これまでの運営実績、それから利用実態を調査させていた

だく中で、午後５時までの利用時間を新設させていただいて、料金設定の見直しを図ってまいりま

すということです。それからキッズクラブの登録人数につきましては、若干でありますが、少し伸

びているということでありますし、キッズクラブも重要な役割を担っておりますので、登録の人数

には大きな差がありますけれども、特段問題はないということで答弁をさせていただいております

し、実態調査をして夕方７時までの利用者がいなかったものですから、時間を短縮をして親子の愛

着形成に配慮をしたいということでございます。 

次のページになります。古畑秀夫議員のこどもの未来応援事業ですけれども、今年度からスター

トしている事業、成果はどうであったかということでございます。子供の貧困対策を底辺において、

全ての子供を対象に子育て支援、教育福祉の充実を図ることを目的として取り組んでまいりました。

成果としましては、庁内関係者によるこどもの未来応援会議を立ち上げまして、各部会ごと、現状、

課題を共有する中で平成３０年度の予算案にスピード感を持って、反映することができたというこ

とで答弁をさせていただいております。 

次、８番、村田茂之議員でございますけれども、中期戦略のポイントということで、子育てした

くなるまち日本一、関連事業内容についてということで、子育て関連政策について第２期をどのよ

うに取り組んでいくのかということでございます。市長が掲げる子育てしたくなるまち日本一を目

指して平成２７年度に、庁内の関係部署による子育て支援、庁内ネットワークを立ち上げて、子育

て支援政策の検証、検討を行ってまいりました。第２期の中期戦略におきましては、養育支援訪問

員の設置、それから広丘児童館の移転新築で充実を図っていきたいということでございますし、先

ほどお話させていただきました、こどもの未来応援会議におきましても、ＰＤＣＡを回しながら引

き続き取り組んでまいりたいという答弁をさせていただいております。 

次のページをごらんいただきたいと思います。１４ページになります。１１番、金子勝寿議員で

ございますけれども、新体育館建設工事の発注について、地域の企業が事業に参画できる工夫はで

きないかということでございます。本事業につきましては、事業費の遵守、期限の遵守、品質の確

保、これを重要目標として進めております。市内企業の参画につきましては、受注機会の確保、経

済の活性化、技術力の向上の観点から重要な課題として認識をしております。県内の先行事業も参

考にしながら、市内企業が参画しやすい要件について検討をして、事業者の選定段階につきまして

は、地域経済への貢献、これにつきましても、評価項目とするなど検討をさせていただいておりま

す。 

次のページをお願いいたします。次は予算の委員会審査になります。２番目の平間正治議員でご

ざいますけれども、平成３０年度一般会計予算の奨学資金の貸与者について、実績、３０年度の見

込み、それから、今回補正予算で減額をしているのはなぜか。実際に貸与者が少ないのであれば、

それを踏まえて、本予算の段階で検討してほしいという内容でございますが、１番、平成３０年度

の見込みにつきましては、大野田育英基金の継続が１９人、育英基金の継続が３人、新規貸与者数

の見込みは大野田育英基金が１０人、育英基金が５人という回答でございます。それから大野田育

英基金１０人、育英基金５人の枠で募集をしておりますが、実際の新規貸与者が大野田育英基金４
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人、育英基金１人であったためであったということで回答をさせていただいております。 

次に山口恵子議員の奨学資金制度の変更に関する検討、進捗状況はどうかということでございま

すが、こどもの未来応援会議の中で検討はしておりますが、国の制度等にまだまだ動きがある中で、

決定までは至っていないということの中で、中期戦略の中で検討してまいりたいという回答をさせ

ていただいております。 

次の４番、金田興一議員でございますけれども、教員住宅の関係でございます。教員住宅の入居

率が上がらないのはなぜか。それから、最大で何年ぐらいあいているか。入居者がいなくても維持

管理がしなければならない。今後どう管理していくのかという質問でございました。改修はしてお

りますけれども、老朽化が進んでいるものですから、民間アパートに住む教員の方も多いというこ

と。それから交通網が整備されておりますので、自家用車による他市町村からの通勤者もいるとい

うことで、入居率がなかなか上がらないという状況がございます。何年ぐらいあいているかという

ことですが、明確なデータ、ございませんので、１０年ぐらいあいているものもあるということで

ございます。それから今後ですが、集中管理で対応して、入居がなければ老朽化が進むので、なる

べく住んでいただくよう取り組みを進めてまいりたいということでございます。 

次の５番、金田興一議員ですが、教員住宅の管理がなかなか行き届かないと思うが、整理してい

くのかということですが、どの程度必要なのかを考慮して、計画的に不要なところは用途廃止する

など検討をしていきたいということで、回答させていただいております。 

次のページをごらんいただきたいと思います。６番、永田公由議員ですけれども、小学校組合の

予算について補正で減額されたが、新年度予算には２，２００万円の予算が計上されている。これ

は何かということでございます。小学校組合につきましては、繰越金の解消ということで監査のほ

うに指摘をされておりますので、平成２９年度単年度で行ったため、減額補正となっております。

平成３０年度は改修工事が見込まれておりますのでその分が含まれて、２，２００万の予算が計上

されているということでございます。 

７番の横沢英一議員でございますが、図書購入は学校要望によるか、市教育委員会が購入したも

のを学校に送るのかということでございますが、学校配分の予算として学校の裁量で執行をしてお

りますし、学校からの要望に応え予算を増額しているということでございます。 

次のページをごらんいただきたいと思います。１２番、山口恵子議員でございますが、長野県が

実施したＳＮＳによるいじめの相談受付という、非常に多くの相談があったと聞いているが、市で

はこれをどのように考えているか。それからＣＡＰ研修の中で何かあったら大人に相談することを

教えている。ＳＯＳの出し方についての教育が必要なので検討しておいてほしい。これは要望でご

ざいます。１番ですけれども、情報担当指導主事を中心として、情報モラルの教育の実施をしてい

ます。ＳＮＳによるトラブルも発生しているため、まずはスマートフォンなどの使い方を教えるこ

とが大事でありますので、ＳＮＳによる相談受け付けのところは今のところ検討していないという

回答でございました。同じく山口恵子議員ですが、専科の教員が単級の学校に配置されていないが、

市で専科教員を配置できないか。それから西小学校の課題として、専科教員がいなくなるというこ

とがあったが、いなくても教育の平等が保たれるのかという御質問でございました。県費の講師の

専科教員が０．５ずつ２校を兼務することもございます。市費では現在でもＴＴの講師を配置して

いるので、これ以上教員をふやすのは難しいと考えている。それから多額の人件費が必要になるこ

とから、理科の免許を持つ教員を市費講師に採用するなどの対応を含めて、検討してまいりたいと

いうことでございます。 

１番下、１６番、平間正治議員ですけれども、市内保育所入所の児童委託料について、今年度の
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状況詳細、それから里帰り出産を理由とした委託はないということでよいか。それから委託のため

の基準はあるかという、この３つでございます。 

市外の保育所の入所ですが、該当児童は６人。松本、諏訪、辰野町、下諏訪町に委託をしており

ます。委託の理由ですけれども、事業所内の保育園の通園が２名、残りは勤務状況から本市の保育

園の送迎に支障があるという理由のものになります。里帰り出産につきましては、受託にはあるけ

れども、委託の該当者はいない。それから委託の基準ですが、原則としてはまず該当する保育園に

空きがあるかどうか。これが前提でありまして、委託、受託双方の基準に照らし合わせて、協議を

行っているということでございます。 

次のページをごらんいただきたいと思います。１９番、山口恵子議員です。給食費について、保

育料の中に含まれているということであるが、例えば１カ月間で１日も登園しないといった場合以

外の免除はない。妊娠しているけれども、今回、宗賀中央保育園のような事案の場合、給食費はど

うなるのかという御質問でございます。給食費と全ての費用から算定されているものが保育料でご

ざいますので、内訳としては、今のところ給食費相当分が明確でないため、１カ月にわたり登園し

ない場合の保育料は全額免除とさせていただいておりますが、１日単位での減額は行っていないと

いうことになりますので、１日でも登園があれば、１月の保育料という形でございます。それから

宗賀中央保育園につきましては、先ほどお話がありましたように、お弁当で対応させていただいて、

早い復旧を検討、進めているという回答をさせていただいております。 

同じく山口恵子議員ですけれども、入所に関する新要件である３歳未満児を家庭で育児している

ことを理由としての入所見込みの状況はどうか。それから入所要件にあります妊娠と出産、これは

母親を対象として考えているが、育児休業取得に既に保育園を利用している子供がいて、継続利用

が必要であることについては、これは父親も対象となるのかどうかという御質問でございます。現

在入所調節しており、明確な数値は示すことはできませんが、３歳未満児を家庭で育児しているこ

とを理由としての入所見込みにつきましては、９０人前後の該当者が今年度ございました。それか

ら入所要件では年長児のみが妊娠出産該当になりますけれども、男性、女性の関係がなく該当とな

れば利用をしていただいているということでございます。 

次、２１番、永田公由議員でございます。新年度の入園児童数について、１２４人の増を予定し

ているが、３歳未満児が多いけれども、３歳以上児の状況はどうか。３歳未満児が多いが、園全体

としての定員は充足しているのかという御質問でございます。ここ数年、３歳未満児の入園希望は

増加をしております。特に１歳、２歳が希望園に入園しにくい状況となっております。３歳以上児

については、多少増加をしておりますが、ほぼ横ばいであるという状況にあります。全体、ゼロか

ら５歳の全体で見ますと、定員は今のところは充足しているというところでございます。 

次のページになります。２２番、山口恵子議員ですけれども、青少年健全育成事業補助金につい

て、各地区の小中学生が該当となるが、中学生の行事参加が少ないのが現状ではないかという御質

問でございます。中学生になりますと、勉強、それから部活と多忙になりますので、なかなか地区

の行事への参加が減少傾向にありますけれども、夏のキャンプも中学生も参加している地区もある

という状況もございます。本年度はジュニア・リーダー養成事業の修了生が新１年生、中学１年生

となるものですから、地域の活動における中学生の参加にこれをつなげていきたいと思っておりま

すし、それを期待しているという答弁でございます。 

次、２４番、山口恵子議員の元気っ子応援事業、若者サポート事業の関係ということで、１８歳

まで継続して支援しているのは若者サポート事業の関係はどうなるのかということですが、元気っ

子応援事業で初めて、元気っ子相談受けた子供が、現在高校１年生となっております。今後、高校
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卒業後の引き継ぎ先になりますけれども、これが課題となるということで、中学校卒業後に家居と

なるケース、高校中退のケースとなりますので、１８歳以降も若者サポートへつなげていきたいと

いうことで、回答させていただきました。 

引き続きまして、先ほどの追加資料のほうでございます。報告第５番になりますけれども、その

最後になりますけれども、５ページになりますが、４番、永田公由議員の補正予算に対しての質問

でございますけれども、国からの交付金が今後どのようになるか。見通しはどうか。小中学校大規

模改修について業者選定はどうかということでございます。工事の内容によって、交付金の優先度

が異なるものですから現状の見通しは不明であるということになります。新年度当初にほかの部分

も交付金の内定があれば、先ほど補正で、今回お認めをいただいたトイレだけではなくて、一括で

発注したいということが基本でありますけれども、業者選定については一括発注する予定で準備を

しているという回答でございます。 

次、６番目の山口恵子議員ですが、２番目の丸、現在のところは、宗賀中央保育園の関連ですが、

外部業者に依頼して調理済みの給食を提供しているということなので、予算はどうなっているのか、

ということでございますが、委託業者と契約を当然しております。この中で、給食を提供できない

場合の経費の負担につきましては、受託者に責任がある場合は負担をする旨の明記がありますので、

契約によって受託者もこれを了承しているということで、回答をさせていただいております。私の

関係は以上になります。 

山田教育長 ありがとうございました。 

中野生涯学習担当部長 それではこども教育部の生涯学習関係と市民交流センター関係については

私から説明をいたします。少し戻っていただきますけれども、１３ページをお開きください。一番

下の９番、篠原敏宏議員でございますけれども、レザンホールを通じた文化事業ということで、第

九のイベントの継続についてです。大変よい事業だったので、今後も継続していただけないかとい

うことで、教育長がお答えしておりますけれども、初の試みであったのですけれども、合唱には総

勢１６０名参加し、来場者も８５０名以上の方が来館されたということで、非常によい内容でござ

いました。 

市民が音楽と触れ合う機会の提供というのは、塩尻市文化会館の大きな役割でありますので、第

九に限らず事業内容や予算等に応じて検討を今後もしていきたいというお答えをいたしました。 

次のページの１０番、永田公由議員の新年度予算の中の平出の魅力づくり事業についてです。こ

の事業の目的や内容、あるいはそれと併せて平出博物館のあり方と今後、それから平出地区の重伝

建事業の現状についての質問でございます。 

１番目の事業の目的等につきましては、地域特有の資源を生かした地域づくりを進めるためには、

地域の歴史、文化、自然風土などの魅力についてさまざまな機会を通じて市民とともに考え、再検

証していく必要もある。これらの全体を文化として捉えることによって、市民が集い、学び、市民

とつながる博物館としての機能を果たしていくので、こうした点を含めて、今後のあり方や役割、

機能についても検討を行っていく。次に、平出の重伝建事業については選定を検討してきましたけ

れども、区域住民の一部に賛同できない方がいたことで足踏みをしている状況でございます。けれ

ども、今後時間をかけて、選定について行っていく必要があるということを答弁しております。 

続きまして、委員会の報告の関係になりますけれども、１９ページをお願いいたします。１９ペ

ージの一番下、２６番、平間正治議員でございますが、新規事業の若者サポートで引きこもりの訪

問支援をしていくようだが、市として将来的にどのように進めていくのかという質問でございます。

来年度、平成３０年度が最初の年になりますので、最初の年につきましては、関係者による情報交
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換や懇談会あるいは、県内外の先進地の状況を見ながら、市内の若者サポートステーション等との

関係機関との連携をとり、最初の段階としての全体的な構想を練っていくということになります。

最終的には訪問支援とか居場所づくりまでできればいいんですけれども、初年は、そこの地固めす

る年であるという答弁をしてございます。 

次のページの２７番、永田議員でございますが、中村邸の調査委託の内容についての質問がござ

いました。中村邸は奈良井宿の中にある市の文化財になっておりますけれども、奈良井の重伝建選

定の４０周年を迎えることから、奈良井の町並みのその重伝建のきっかけになったという建物であ

るため、中村邸について、改めてその価値づけをしていくための調査を行います。その後、重要文

化財としての指定を目指していくという考え方を答弁しております。 

続きまして、市民交流センターのほうに移りますけれども、２１ページの中ほど３番になります

が、ＩＴ講座運営事業の委託料が前年から１００万円減となっているが、講座の内容を変更するの

かという質問でございますが、前年の講座内容を精査して、受講者が少ない講座を見直しをしてき

ております。また委託先をＮＰＯ法人としておりますことから、ＮＰＯ法人の自主的な運営を促し

ていくということも含めて減額をし、減額はするのですけれど、中身については大きな低減をしな

いということでございます。 

次のページをお願いします。２２ページ。２２ページの７番から次の２３ページ１１番までにつ

きましては、市民交流センターの特に市民営についての考え方について、多くの方から御質問をい

ただきました。その中、７番でございますが、永田議員から市民交流センターの事業を市民に委託

していく市民営についてどんなような状況にあるかという御質問でございます。センターは建設、

オープンしてから７年が経過しているということでございますけれども、なかなか市民営について

は理想どおりの公設市民営という構築をしていくのは難しい状況となってきている。オープン当時、

「えんぱーくらぶ」が数々の自主事業を運営してきましたけれども、回数等が減少してくる中で、

その活動自体が難しくなっていくという状況があります。今年度については、交流支援課が「えん

ぱーくらぶ」の事務局を担いながら各種事業を行ってきている状況です。こういったことを踏まえ

まして、市民営研究会などで議論を深めて、市民営の新たな定義づけというのを行っていきたいと

いうように現在は考えているという答弁でございます。 

それから９番、金田議員の御質問ですけれども、市民営はえんぱーく建設当初から言われていた

ことであり、１０年、１５年など期限を設けて方向性を決める必要があるのではないかとう御質問

ですが、先ほど永田議員の御質問の答弁と同様に、なかなか構築というのが難しい状況もございま

すので、現在活動をおこなっているＮＰＯや市民活動団体にえんぱーくを使った自主的な事業を展

開してもらうなど、新たな市民営のあり方を研究してできる状況でございますという答弁をいたし

ました。 

それから２３ページの一番下、１番になっていますが、１４番ですか。子育て支援センターの壁

画作成の製作者、それから絵の内容について画材や壁面の素材についてはどうかという質問です。

北部子育て支援センターは、今度、来年の４月にオープンします北部交流センターの中に新しく設

置され、の中心部分に支援センターがございます。この中で画材等、壁面の素材についてという形

が出ているんですが、壁面については、ＣＬＴという県産材を使った壁を構造材としての壁を使い

ますので、そういったものをどう生かすかということを含めての御質問でございます。場所につい

ては、そのＣＬＴの壁ではなくて、専用といいますか、ＣＬＴではない部分の壁に絵を描くことを

考えています。製作者は軽井沢在住の絵本作家で、ふくだとしおさん・あきこさんをお願いをして

いきたいと考えております。 
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絵については、北部子育て支援センターのプレイルーム内の壁に制作し、シンボルとなるものを

依頼。画材や自然の素材についても打ち合わせをしていく予定でございます。ちなみに、ふくだと

しお・あきこさんについては、病院の中の子供さんが集まる場所にも壁画を描いていらっしゃる方

なので、きっといいものができるのではないかなというふうに思っております。私からは以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。それでは、御質問、御意見ありましたら、お願いいたします。 

小澤教育長職務代理者 いいですか。お願いします。今回もたくさんの質問をお寄せいただいていて、

読むと勉強になるとありがたく思います。そこで２つ質問いたします。１つは１４番の奨学金の件

です。過日、大手の新聞に、奨学金貸与と滞納についての特集が連載されました。その中で滞納者

が発生している場合に、貸与している地方自治体等は本人に督促することはもちろんだが、それで

もだめなら保証人である親のほうにも督促をし、更には年金暮らしの祖母、祖父まで相当の深追い

をしている。あるいは保証人にとっては非常に心理的圧迫を強いられているというような記事を目

にしました。そこで質問です。本市において、滞納があった場合、通知、電話、連絡等々で接触し

ているが、あまり深追いとか、あるいは心理的圧迫を加えているというようなことは想像できない

わけでありますけれども、本市の現状をお話していただければありがたい。これが１つ。 

 ２つ目です。宗賀保育園の課題にもかかわることで、１９番です。給食費は保育料の中に入って

いるから、１食当たりのカウントはできないと。だから３日ぐらい欠席しても、欠食への返金は考

えていないと。こういうように受け取るわけであります。今回、宗賀保育園の欠食において、１食

当たりという給食単価を視野に入れることもあるのかな、なんてことを思うわけです。今後にあっ

て、給食費の単価、１食当たりのカウントはできないから返せません。こういう姿勢をいつまでも

続けていくことができるかどうか。きっと今回の件を機に、１食当たりの単価を出してくださいと

の要望や、３日以上、あるいは５日以上休んだ場合には返金してくださいというような動きが出て

くることも予想できます。その辺の読みはいかがでしょうか。以上です。 

山田教育長 それに関連した質問はありますか。いいですか。 

それでは、１４番、滞納整理についてお願いします。 

太田教育総務課長 奨学資金の貸与の関係はやはり職になかなかつけないという事情の中で、滞納あ

るいは返済が遅れている方もおります。１４番の右側の答弁のほうにも人数に触れて答弁させてい

ただいておりますが、現状では滞納者に対して通知や電話、あるいは面談を行っており、保護者や

本人と連絡をなるべく密にとるようにしながら、返済可能な金額の範囲で、少しずつお返しいただ

いているの状況でございます。強行な取り立てみたいなことですとか、あるいは差し押さえという

ようなところはまだ行ったことがございませんので、我々としましても事情を酌む中でなるべく御

本人や御家族さんのほうからできる範囲で計画的に返済していただけるように御相談申し上げて

いるところでございます。なお、現在、口座振替による納付について、進めているものですから、

現在は納付書で納めていただいておりますが、口座振替可能になれば、ある程度計画的に納めてい

ただけるようになるのではないかと考えております。以上です。 

林委員 ちょっといいですか、その件に関して。 

例えば、大学生とか高校生とか一応卒業した場合に、どこに就職しましたとかそういう報告義務と

いうのは、借りた方はあるんですか。 

太田教育総務課長 実際の返済は卒業して１年経過してから始まります。返済計画というものも出し

ていただく書類がありますので、そこに実際にどこにお勤めであるとか、どういう状況であるとか

ということは提出していただいた上で、返済計画を立てていただきますので、把握はできる状況に

なっております。 
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林委員 例えば、職場を変わった場合は随時報告するという義務はないのですか。又、いろいろと状

況が変わる場合の。 

太田教育総務課長 返済計画はあくまでも１回出していただくものでございますので、もし職がかわ

っているとかということになれば、随時、御本人さんあるいは御家族さんから連絡いただければい

いのですが、なかなかそういう御家庭が全てではございませんので、返済が遅れる場合もございま

す。そういったときは、状況をそのたびに担当のほうで確認しながら、接触を図って可能な範囲で

返済をしていただくという形をとっています。 

林委員 ありがとうございました。 

石井委員 当事者からぜひ振り込みでもってやってほしいという要望がされているのですけれど、な

かなか日曜日じゃなきゃ休めないと。そうすると納めるときがないというようなことでもって、ぜ

ひ振り込みというようなことを考えていただきたいというお話も聞いてます。早急にできますか。 

太田教育総務課長 口座振替につきましては、運用の方法がきちんと整ったところで、手続きを進め

させていただきたいと思っております。システムが今年度入ったところなものですから、きちんと

した正しい運用ができるように早めに進めていきたいと思います。 

石井委員 ぜひ、早急にお願いします。遠い所に勤めているとなかなか市役所にまで来る時間もない

というようなことを言ってる子もいますのでよろしくお願いします。 

小澤教育長職務代理者 長野県ではないようでありますが、ある高校の教員が、生徒が大学に行くに

当たって奨学金を借りるとき、生徒に向かって「ただくれるじゃないんだ。借りるんだ。借金する

のと同じ。そこをよくよく考えているか。」と、そういう指導をしたという記事が載っておりまし

た。現実を教えたことだと思うのですけれども。中には安易にこの奨学金のほうに向かう生徒もい

るからだと思うのです。申請を受けるとき、市の事務局では、そんな厳しい話も時には話題にする

こともあるかどうか、お聞きしたい。 

太田教育総務課長 あくまでも貸与制度ということで、申込書にも記載してございますので、お話の

ような「借金だからそれを承知で云々」というような強い教えといいますか、伝え方をした経過は

一切ございません。私どもとすれば、大学や高校へ行かせたいという思いでいただいた基金を使っ

ておりますので、なるべく使っていただきたい考えがございますので、変なおどし的な文言はこの

制度にそぐわないと考えます。ただ私が思うに、その高校の先生は現実というものをきちんと伝え

たということで、生徒に話をしたのではないかと考えますが、新聞の記事が極端に書かれた可能性

もありますから、高校の先生もそんなおどすような言い方はしないのではないかと思ったところで

ございます。以上です。 

青木こども課長 それでは、保育料に関わる給食費の関係の御質問ということで、お答えをさせてい

ただきたいと思います。保育料の算定の方法ということですけれども、本当に概々算という形にな

るのですが、基本的に保護者の方からいただいている保育料というのは、保育園でお子さんにかか

る費用の２割程度と言われております。残りの８割が国なり県なり市の負担となります。また、今、

実施しております保育料の減免をした場合につきましてはその分、市に保育料が入ってこないとい

う形になっておりますので、極端な言い方をすると市の持ち出しになっております。国とか県の補

助金の積み上げは、例えばその中の実際に子供の保育にかかる部分がどのくらいであるとか、人件

費がどのくらいであるとか、あるいは教材費がどのくらいであるとか、給食にかかる部分がどのく

らいであるとかという細かい算定は、たぶん突き詰めていくとそういった何らかの計算方法で補助

はいただいているのではないかと思うのですが、そちらの細かい積み上げが明確になっておりませ

ん。従いまして、今までは市としましては、やはり１食、２食、３食という計算はできないという
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こともありまして、ひと月丸々欠席いただいたときは給食費を含めた、保育料そのものを減免させ

ていただくという方法をとっております。確かにいろいろ細かい部分を考えていきますと、保育料

につきましてもやはり満額払っておられる方、それから減免をされておられる方、それから所得に

応じて保育料が変わってくるものですから、その辺で公平に給食費を算出してお返しするというこ

とができるかどうか難しい状況です。それから細かい話をしますと、各保育園の委託業者によりま

して委託料も変わってきているものですから、公平な判断ができるかどうかというような問題もご

ざいます。確かに今回の宗賀中央保育園に関しましては、給食が提供できない期間が長くなります

と、そういった保護者の方の御心配もあるかなということもございまして、なるべく早く正規の形

ではないにしても、何らかの形で給食の提供を行いたいということで、外部からの持ち込みによっ

て、今、提供させていただいているといった状況でございます。ただ、教育委員さんおっしゃると

おり、いろんなお考え等もございまして、やはり保育料の中から給食費相当分については返還をと

いうような話がないとも限らないと思いますので、先ほど申し上げたいろいろな条件をうまくクリ

アして、そういう形がとれるかどうかということにつきましては、あわせて結果を検討させていた

だきたいと考えております。 

山田教育長 ほかの件で、委員会関係よろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 ありがとうございました。 

 

  ○報告第６号  平成３０年度教育センター研修講座について 

山田教育長 続いて報告第６号、平成３０年度教育センター研修講座についてお願いをいたします。

資料２４、２５ページとなります。事務局から説明をお願いします。 

黒沢主任学校教育指導員 それでは資料２４ページ、２５ページをご覧ください。来年度の教職員宛

ての研修講座の開催計画であります。各課からいろいろな要望がありまして、その中で厳選して来

年度はこのような研修を考えておりますのでよろしくお願いします。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。御質問、御意見ありましたら、お願いします。よろしいでし

ょうか。教育委員のみなさんも、もし時間がありましたら参加していただいて、御一緒に学んでい

ただければありがたいです。それでは、先へ進みます。 

 

  ○報告第７号  平成３０年度塩尻市立学校の休業日に係る専決報告について 

山田教育長 報告第７号、平成３０年度塩尻市立学校の休業日に係る専決報告についてです。資料の

２６ページとなります。事務局から説明をお願いいたします。 

太田教育総務課長 それでは、資料２６ページ、資料Ｎｏ．７をお願いします。平成３０年度の市内

小中学校の休業日につきまして教育長専決にて決定しましたので、御報告するものでございます。

特にＮｏ．５の吉田小学校とＮｏ．１０の塩尻中学校につきましては、来年度、大規模改修工事が

予定されておりますので、夏休みは長くなっております。授業日につきましては小学校平均で２０

６日、中学校平均２０３日となっております。以上であります。 

山田教育長 ありがとうございました。意見、質問ありましたら出してください。 

林委員 小学校のほうは２０５～２０７日と大体いいと思うのですが、中学のほうで、塩尻中学校だ

けが１７日間も少ないというのは、これは授業数確保から考えて問題だと思います。、多い学校と

の差ですが、ちょっと心配になってしまいますが、どのように考えていらっしゃいますか。 

太田教育総務課長 こちらについては、学校内で学習指導要領に沿った授業時数を確保できる中で、
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組み立ててきていただいておりますので、基本的に例えば２０６日あったとしましても、ある程度

インフルエンザ等のことも考えて余裕を持った２０６日で、大体枠は組んでおります。そこを多分

ぎりぎりのラインになってくるのではないかと思いますが、そこはやはり教職員の皆様方を信じて

やっていくしかないと考えます。あとはやはり塩尻中学校の大規模改修がかなり大きな工事になり

ますので、ある程度工事期間をきちんと確保していただく中で進めさせていただきたい内容になっ

ておりますので、御理解いただければと思います。 

林委員 そうすると、文化祭とか行事を減らすとか、そういうような対応の仕方ってことなのですか。

授業日数は確保して大体このぐらいあればいいけれども、そのほかにいろいろありますよね、クラ

スマッチだとか、授業じゃない総合学習的な時間を削って、こういうふうにやっても大丈夫だとい

う職員の方や校長先生たちのお墨つきというか意見をいただいたという理解でよろしいでしょう

か。 

太田教育総務課長 授業時数もそうですし、特別活動についても最低限確保した中で組んできてもら

っているはずですので、そこは問題ないと思っております。東京等の都会と比べていただけると、

多分夏休みの期間もさほど変わりはないのではないかと思っております。長野県内の小中学校は、

夏休みがどちらかというと短い状況になっておりますので、その辺は大丈夫じゃないかと思ってお

ります。 

石井委員 こういう問題を学校運営協議会でもね、話し合いがあるのだけれども、校長さんあるいは

先生方がそれで大丈夫だって言う。 

林委員 ただこうやってデータで見せられると、１７日って思っちゃいますよね、どうしても。 

石井委員 それで、仕事ができると。 

林委員 そうですね。わかりました。 

小澤教育長職務代理者 次第に、納得できないとの声が出てくると思います。休校の埋め合わせると

いうか、手だてを講じていかなければいけないと思います。例えば卒業式が終わってでも、１週間

ぐらいは補充するとか、授業数のカウントをふやしていかないと、周りから不安の声は上がってく

る。あげくの果ては大工事をやるのはいいけれども、子供にしわ寄せいくのはいただけないとなる。

学校現場がオッケーだから、行政も認めた、これは、トーンダウンしていただいて、様々な工夫を、

学校現場と探っていっていただきたい、そんな思いです。 

太田教育総務課長 塩尻中学校については既に日々の放課後において、地域の方に入ってもらった学

習支援活動を行っておりますし、この日数の中で、例えばインフルエンザの流行等で、休業日がさ

らにふえるような場合があれば、当然、春休み中でも足りない部分は授業しなければいけない状況

が出てくると思いますので、その辺はまた、そういった事態が生じるようなときは、学校長と相談

しながら進めていきたいと考えております。以上です。 

山田教育長 学習指導要領の中に定められた学習の時間があって、それをまず確実に確保するという

こと、それとその時間の中で未履修内容を出さないということ、それに基づいてこの授業日数の中

でやっていくというのが第一原則だと思います。加えて、コミュニティ・スクールの動きが活発に

なってきているので、例えば夏休み中は学校が使えないわけですけれども、地域の公民館、センタ

ー等が使えるので、そこで子供たちの学習支援または研究支援等については充実してやっていくと

いうようなことも含めて、学校だけではなくて保護者、地域も理解していただいた上で進めていく

とが大切だと思います。塩尻中学校の大規模改修は、これはもう卒業生も含めた地域全体の大きな

願いなので、それを理解した上で地域全体も協力してもらいながら、子供たちへのしわ寄せは最低

限に抑えられるような運営の仕方を校長とも相談しながら進めていきたいと思います。 
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林委員 お願いします。 

山田教育長 この件について、ほかにはよろしいでしょうか。地元は。 

林委員 嶋﨑さんそうだよ。実際・・・・。 

嶋﨑委員 実際、きれいになってもらったほうが。 

小澤教育長職務代理者 そんな単純なものでしょうか。 

林委員 困るよ。 

石井委員 これは、やりくりしてる担当にはね、例えば水曜日にもう１時間やるとかね、そういうぐ

あいにして。 

小澤教育長職務代理者 学校は目いっぱいだから。 

山田教育長 それでは、先に進めたいと思います。 

 

  ○報告第８号  教育委員会事務局４月 1日付人事異動について 

山田教育長 次は報告第８号ですね、教育委員会事務局４月１日付人事異動についてですけれども、

本日お配りした資料の資料Ｎｏ．８、表に平成３０年４月１日付人事異動の方針とある資料をお願

いいたします。事務局から説明をお願いします。 

中野こども教育担当部長 本日の配付資料で説明をさせていただいます。異動の方針と職員体制につ

いては省略をさせていただきますので、ごらんいただければと思います。 

めくっていただきまして２ページなりますけども、２の組織機構の私ども教育委員会に関係する

部分（９）からになります。組織の関係ですけども、市民交流センターは子育て支援センターをこ

ども教育部へ移管をして、こども教育部から生涯学習スポーツ課と男女共同参画・人権課を移管し

て、市民交流センター・生涯学習部となります。（１０）生涯学習スポーツ課は、社会教育課とスポ

ーツ推進課に、２課再編がされまして社会教育課には社会教育係と文化財係ができます。１１番、

男女共同参画・人権化に若者サポート係を新設して、名称を男女共同参画・若者サポート課に変更

になります。次のページの１２番、交流支援課の施設係を企画運営係に統合をしております。１３

番、こども教育部に子育て支援センターを移管しております。１４番、教育総務課学校給食係を学

校給食保健係に変更をしております。 

今回は、係長以上の異動について新しい部について、部の組織体制に沿ってそれぞれの部長から

報告をさせていただきます。まず私、こども教育部の関係につきましては、まず組織の確認という

意味で、１７ページをごらんいただきたいと思います。１７ページ、こども教育部組織図でござい

ますけども、新体育館建設プロジェクト、こども教育部にございます。それから教育総務課、それ

から下いっていただきまして、こども課。次のページをごらんいただきたいと思いますが、家庭支

援課。それからその次の子育て支援センター。この３課１プロジェクト１センターが、こども教育

部になります。 

  それでは、少しお戻りをいただいて６ページをお願いしたいと思います。このたびの異動により

まして課長昇任になりますが上から３行目、清水博幸、教育総務課課長補佐の教育施設係長ですが、

建設事業部の建築課の建築住宅課長に異動になります。次の課長補佐一般異動、上から７行目にな

ります。赤津廣子ですけども市民交流センター次長・子育て支援センター所長ですが、市民生活事

業部の高出地区調整担当課長（兼）高出公民館副館長として異動になります。それから同じページ

の下から３行目、羽田野紀子ですけども、総務部収納課長から、こども教育部子育て支援センター

所長として異動になります。 

  次のページ、課長補佐昇任でございます。上から６行目になります、小澤きぬ子、それから山口
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弘子、紅林良一、林和子、清水美津、この５人が課長補佐昇任になります。 

  その下の課長補佐一般異動になります。下から３行目、上野保佐美ですけども健康福祉事業部長

寿課長補佐（兼）介護保険係長からこのたび、こども教育部教育総務課長補佐（兼）学校給食保健

係長として異動になります。 

  次のページをごらんいただきたいと思います。８ページ、係長級の昇任でございます。下から４

行目、３行目になりますけども、清水隆朝、原佳代がそれぞれ係長級昇任でございます。 

  次のページ、９ページ。係長級一般異動になります。上から７行目になります。田中学、教育総

務課の学校給食係長ですが異動になりまして、市民生活事業部地域振興課地域づくり係長として異

動になります。それから一番下になります高谷和則ですが、教育総務課の主査ですが、市民交流セ

ンター・生涯学習部スポーツ推進課スポーツ推進係長（兼）こども教育部新体育館建設プロジェク

トとして異動になります。 

  次のページをごらんいただいきたいと思います。係長級の一般異動になります。一番上、上條さ

やかですが、こども課主査ですけども、市民交流センター・生涯学習部男女共同参画・若者サポー

ト課若者サポート係長として異動になります。その次４行目になりますけども、上條崇、建設事業

部まちづくり推進課区画整理係長から教育総務課の教育施設係長として異動になります。次の長崎

桂子ですが、教育総務課の主査ですけども、教育総務課主査吉田小学校に異動になります。次の中

村洋美ですけども、北部子育て支援センター所長代理ですが、こども教育部の北部子育て支援セン

ター主査ということになります。 

  それから、退職者の関係も若干説明をさせていただきます。１２ページになります。上から７行

目からになりますけども、大池喜代子、吉江節子、平林里美、上條敬子、荻場美穂子、小俣神奈、

石神早苗、この７名が退職になります。 

  次のページをごらんいただきたいと思います。再任用の退職になりますけども下から６行目、上

條昭子、吉田正子、南山敦子、増田豊子、掛川佳子、この５名が再任用ですが退職になります。私

からは以上になります。 

中野生涯学習担当部長 それでは、同様に今度新しくなります市民交流センター・生涯学習部の現状

について説明をさせていただきます。では、同様に組織体制１４ページ、１５ページ、１６ページ

が該当になりますのでよろしくお願いいたします。 

まず社会教育課、これはスポーツと生涯学習です。社会教育が分かれますので、生涯学習系につ

いては社会教育課、その中が、これまでは社会教育係一本でしたが、社会教育係と文化財係に２係

制になります。その下につきましては、これまでどおり中央公民館、それから資料館係が入ります。

自然博物館、楢川地区文化施設、短歌館。右側きまして平出博物館、本洗馬歴史の里資料館になり

ます。 

  その下にスポーツ推進課、これは先ほど申し上げましたように、生涯学習スポーツ課のうちのス

ポーツを担当する課として、独立をいたします。 

  その下、説明がありましたとおり、男女共同参画・若者サポート課、その下以降が現在の市民交

流センターになりますけども、交流支援課。子育て支援センターは、部は移りますけども今までど

おり市民交流センターの中での活動と言いますか、事業を展開してまいります。 

  次のページいきまして最後に図書館、それから図書館の下に古田晁記念館という形が組織として

の体制になります。 

  それでは、５ページへお戻りいただきたいと思います。こちら一般異動でございますけども、私

が市民交流センター・生涯学習という名称変更とあわせまして、図書館と古田晁記念館については
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兼務が外れる形となります。 

  次のページをお願いいたします。課長昇任でございますが、部の名称については全部がそうです

ので省略させていただきますが、平出博物館長に現在の平出博物館の館長さんの小松学がつきます。

それから、田下高秋でございますが、これまでの生涯学習スポーツ課長補佐（兼）スポーツ推進係

長から、生涯学習部のスポーツ推進課長、あわせまして新体育館のプロジェクトサブリーダーです。 

  その下の課長一般異動でございますが、男女共同参画・人権課長石川忍が洗馬支所長。それから、

赤津については先ほど、そこの説明がありました。胡桃慶三でございますが、生涯学習スポーツ課

長が分かれましたもんで、社会教育課長と含めて中央公民館館長を兼務となります。その下の嶋崎

豊ですが、現在、産業振興事業部の副事業部長（兼）森林課長を務めておりますけれども、男女共

同参画・若者サポート課長でございます。あわせまして男女共同参画の人権係長を兼務となります。

市民交流センターの交流支援課の支援担当課長、山崎浩明でございますが、市民交流センターの交

流支援課長となります。その下の市民交流センター図書館副館長、上條史生が図書館長と古田晁記

念館長の兼務でございます。総務の収納課長、羽田野紀子、これは子育て支援センター所長になり

ます。 

  次のページいきまして、課長補佐一般異動でございます。下から５番目でございますが、古畑比

出夫でございますけども生涯学習スポーツ課長補佐（兼）社会教育係長ですが、今度、社会教育課

の課長補佐（兼）社会教育係長になります。中央公民館の館長補佐でございます百瀬雅彦につきま

しては、塩尻東公民館主事でございます。 

  次のページ、右側の９ページでございますが、係長級の一般異動でございます。下から３つ目で

ございますけども、生涯学習スポーツ課の主査でございます塩原真樹が、今度新しく分割して新設

されます社会教育課の文化財係長になります。市民生活事業部の生活環境課のリサイクル推進係長

の深澤でございますが、吉田公民館の主事でございます。一番下の高谷でございますが、こども教

育部の総務課主査から、スポーツ推進課スポーツ推進係長となります。 

次のページ、こども教育部こども課主査の上條さやかになりますが、男女共同参画・若者サポー

ト課、新設されました若者サポート係長となります。宮原孝明と１人飛ばしまして宇治橋多恵につ

きましては、部の名称変更のみでございます。その間の酒井千鶴子でございますが、選管の選挙係

長から交流支援課の市民活動支援係長への異動になります。 

  次のページを開いていただいて１３ページ、再任用の退職でございますけれども、市民交流セン

ターの交流支援課長、小松秀樹。それから、こども教育部短歌館長の平林雄次が再任用の退職とな

ります。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。質問、意見等ありましたらお願いいたします。よろしいでし

ょうか。まだ初めはなれないかと思いますが次第になれていただいて、役職名を覚えていただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

 

  ○報告第９号  長野県公立高等学校入学者選抜の結果＜非公開＞ 

山田教育長 それでは続いて報告第９号、長野県公立校等学校入学者選抜の結果についてお願いしま

す。この件及び次の議事第１号につきましては、個人情報を取り扱うため非公開といたしますが異

議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

 

【非公開部分削除】 
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山田教育長 それでは、そのように決することといたしました。それでは、ここで非公開を解いて次

に進みます。 

 

  ○議事第２号 塩尻市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の退任及び新規委員の委嘱につ 

いて 

山田教育長 それでは、議事第２号、塩尻市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の退任及び新規

委員の委嘱についてですが、元の資料に戻っていただき２７ページをお願いいたします。事務局か

ら説明をお願いいたします。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 それでは、議事第２号、塩尻市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員

の退任及び新規委員の委嘱について御説明申し上げます。概要につきましては、ただいま申し上げ

ました審議会の委員につきまして、委員の退任の受け入れ及び新たな委員の委嘱をするものでござ

います。 

委員の任期につきご説明致します。退任委員につきましては、今月の３１日まで、また新規委嘱

されます委員については、３０年４月１日より平成３１年３月３１日の残任期間となります。 

委員の内訳につきましては、現在１０名の審議委員の皆様でございますけれども、退任が４名、

委嘱の予定をしている方が２名、新体制は８名で行っていくことになります。 

退任委員につきましては、菅原委員につきましては本人の申し出、所属退官による退任でござい

ます。また、石本様につきましては役員異動によるもの、また林委員、川上委員につきましては辞

任のお申し出により退任を受けるものでございます。 

新規委員につきましては、島田委員、独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所文化遺産部

長の職にある方で、識見を有する方ということ、また平沢区長さん、空欄になっておりますが、今

週決まりまして宮原正様ということで決まっておりますので、この２名の方に指命したいというも

のでございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

山田教育長 ありがとうございました。御質問、御意見ありましたらお願いいたします。 

〔「なし」の声あり〕 

山田教育長 それでは採決いたします。議事第２号につきましては、原案のとおり決することでよろ

しいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

山田教育長 ありがとうございました。 

それでは次に進みます。 

 

  ○議事第３号  教育委員会個別計画の見直しについて 

山田教育長 議事第３号、教育委員会個別計画の見直しについてですが、本日お配りした個別計画見

直しの冊子をお願いいたします。事務局から説明をお願いします。 

太田教育総務課長 それでは、本日配付の資料になりますが、教育委員会に関係する個別計画の見直

しにつきましては、該当する計画が、教育振興基本計画、担当が教育総務課です。それからスポー

ツ推進計画、こちらは生涯学習スポーツ課が担当になります。それから図書館サービス計画、こち

ら市立図書館の担当です。もう１つ、生涯学習推進プランⅢがございます。こちらも生涯学習スポ

ーツ課の担当なのですが、本日資料が間に合いませんので、後日送付をさせていただきたいと思っ

ております。それぞれ前回の教育委員会協議会等におきまして御説明等させていただき、委員の皆

様の御意見等反映させていただいております。このため、全ての計画の見直しの説明は困難でござ
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いますので、省略させていただきたいと思います。 

なお、今後のスケジュールにつきましては、それぞれの計画の見直しについて、直近の庁議にお

いて報告をしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。冊子が出ていまして、それぞれの委員の皆様方にも目を通し

ていただき、御意見を寄せていただいてありますので、それをできる限り反映してあります。その

上で御質問、御意見ありましたらお出しください。よろしいでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

山田教育長 それでは採決いたします。議事３号につきましては、原案のとおり決することでよろし

いでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 それでは異議なしと認め、原案のとおり決することといたしました。 

それでは次に進みます。 

 

５ その他 

  ○その他第１号  教育委員会事務局に係る個別計画見直しについて 

山田教育長 続いて、その他第１号、教育委員会事務局に係る個別計画の見直しについてですけれど

も、本日お配りいたしました個別計画見直しの冊子をお願いいたします。事務局から説明お願いし

ます。 

青木子ども課長 それでは、その他第１号、教育委員会事務局に係る個別計画の見直しについてお願

いをいたします。資料につきましては、本日お配りをいたしましたこちらの元気っ子育成支援プラ

ン２の経過の中間見直しという冊子をごらんいただきたいと思いますが、こちらにつきましても先

ほどの議事第３号同様、先月の教育委員会協議会でも御説明をさせていただいてあります。重複に

なりますので、詳細については省略をさせていただきたいと思いますが、こちらにつきましても、

子ども・子育て会議において進捗管理を図る中で、修正案につきまして決定をさせていただいてご

ざいますので、先ほどの計画と同じく４月の庁議において御報告をさせていただきたいというふう

に思っております。以上でございます。 

山田教育長 ありがとうございました。御質問、御意見ありましたらお願いします。よろしいでしょ

うか。 

〔「はい」の声あり〕 

山田教育長 それでは、その他第１号については説明のとおり御承知おきいただきたいと思います。 

 

○その他第２号  社会体育意識実態調査の結果について 

山田教育長 それではその他第２号、社会体育意識実態調査の結果についてであります。元の資料２

８ページをお願いいたします。では、事務局から説明をお願いします。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 それではその他第２号でございます。塩尻市社会体育実態調査の結果に

ついての御報告でございます。こちらの調査につきましては、おおむね５年に１回調査をしており

まして、今回その調査報告がまとまりましたので御報告をいたすものでございます。 

 抽出の内容としましては、実施期間として昨年８月２１日から９月１２日までの間に行いました。

回収率につきましては３３．３％というものでございました。今回お配りしましたこの薄緑色の冊

子でございますけれども、全てはなかなか御説明申し上げられませんので、また御一読いただけれ

ばと思いますが、例えば１３ページをごらんいただければと思います。運動やスポーツをする人の
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割合ということで、現在、目標値としては５０％という形で定めておりますけれども、今回の内容

の結果としましては４０％ということでございまして、全国平均４２．７％を若干下回るという結

果になってございます。 

また、それぞれの調査報告ございますけれども、やはり回答頂いた皆さんから３０ページ以降に

記載のあります、施設の見直すべき点ということで多くの御意見を頂戴してございます。こちらも

３０年度予算お認めいただきましたけれども、来年以降も施設の改修、整備等、ご要望いただいて

おりますけれども、限られた予算でございますので、年次的に優先順位をつけてよりよい環境を整

えてていきたいというように考えているものでございます。 

また、先ほど部長からも報告ありましたが、平成３０年からこれまで生涯学習スポーツ課という

ものがスポーツ推進課という形で、また以前のように一つの組織として見直しをされましたので、

これからも周囲の皆様の健康、またスポーツについて向上できるようにかかわっていきたいという

ように考えるものでございます。また、おおむね以前、協議会でも御意見いただきましたように、

体育館ができたのちに再度調査を行いまして、皆さんの意識がどう変わったかというところもあわ

せて検証していきたいというように考えるものでございます。よろしくお願いいたします。 

山田教育長 ありがとうございました。御質問、御意見ありましたらお願いいたします。 

小澤教育長職務代理者 感想をお願いします。読ませていただきました。まとめは御苦労さまでした。

感想を３つほど。１つ、後半にある年代別の記述は大変参考になりました。 

それから２番目、アンケートの項目です。あなたは体力がありますかと聞かれたとき、私はどこ

に丸をつけていいか迷ったわけです。多分市民の方もこれについては迷ったと思いますので、、体力

や健康と言われても困るし、何か適当な言葉、設問を考えていただければと思います。 

３番目です。私なりに、市民の声から読み取れるのは、市民のスポーツをやりたいという気持ち

は強く伝わってまいります。でも、どこでどのように参加したらいいかってところで戸惑っている、

立ち往生がある。身近にあって楽しくできる施設設備を市民の方は願っている、しかも安くという

市民の願いが見える。限られた予算の中、やれるところから見える形で応えていっていただきたい

なという要望であります。以上です。 

山田教育長 ありがとうございました。 

石井委員 実はこれ、私が始めたもので、いろいろ申し上げられませんけれども、回収率が３３％と

いうのは非常に問題になります。もっと回収率を上げるにはどうしたらいいかと、それにはやっぱ

り健康ということについてのＰＲというのが少な過ぎるのじゃないかな。当時、体力つくりなんて

いうようなことで文部省と厚生省とでやってましたけれども、それのときに一生懸命体育指導員と

して何ができるかということでこの調査を始めたわけです。はっきり言って塩尻の場合に施設がな

かったってことでできなかったものもあります。それはそういう関心の程度が薄かったということ。

松本あたりに行くと女性が昼間からマラソンしてます。体力トレーニングでね。そこら辺の違い、

やっぱり田舎と都会の違いが若干ある。そこら辺をどういうぐあいにして埋めていけばいいかなと

いうことでそれだけ考えたわけですけれど、それを普及するいろいろな材料もそろえていかなきゃ

いけないということで悩んでいたわけですけどもね。新しい体育館ができれば、体力づくりに使え

るようなものということでお願いをしてありますので、ぜひそういうものを使っていただければ、

今は女性の方のフィットネスが非常にはやってますので、そこら辺に目をつけていくとか。そうい

うことで流行を追うというのはおかしいですけれど、乗り遅れないようにしていくのが必要かなと

思います。 

そんなことで、事務局も勉強していただきたい、こんなふうに思います。よろしくお願いします。 
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胡桃生涯学習スポーツ課長 熱心な御意見ありがとうございます。まず回収率につきましては、やは

り何かしら工夫をしていかないとこのまま３割程度で甘んじてはいけないというふうに考えてお

ります。た次回はよりよい事由を模索し、高い回収率で多くの皆さんの御意見を頂戴できるような

形で頑張っていきたいと考えます。あと、新体育館もいいハードとしてはきっかけづくりになるも

のができますので、私もプロジェクトに参加する中で九州でしたかね、視察に行ったときに昼間で

したけれども、片方のアリーナではソフトテニスで、女性の方も４０人くらい皆さん一生懸命やっ

てますし、片方は卓球が行われており、本当に和気あいあい活気があるような光景を目にしたとき

に、やっぱりこうあるべきだなというふうに感じましたので、今後新体育館も、どんな形が一番皆

さんに親しんでいただいて活用していただけるかというところも含めて、ぜひいいものをつくって

いければと思いますので、また御指導のほど、よろしくお願いします。 

石井委員 やらせるんじゃなくて、やりたくなるようにして。タイムテストしたものをお土産にして、

じゃあ、これよりもこれだけ上げましょうねとか、そういった目標を持たせて、そういったことが

必要だと感じます。 

体操ですけども、やはり日本の場合はラジオ体操が一番です。それ以外の体操を何度も見てまし

ても、非常に参加人数が少ないし、ラジオ体操が一番機能的に動いているなあと思ってますけど。

ラジオ体操の普及というのはもう、この施設でも朝来ると、よく職員の皆さん方がやってますけど、

まねごとやってるわけです。しっかりやってもらいたいと思います。 

山田教育長 たまには、今度はスポーツ推進課長さんあたりが一緒に職員と、していただきたいと思

いますが。 

  ほかには御意見ありますでしょうか。 

 それでは、その他第２号につきましては、説明のとおり御承知おきいただければと思います。 

 

 それでは、以上で本日予定されていた案件は全て終了いたしました。委員の皆様方から何かありま

したらお出しください。 

石井委員 案件にはありませんけど、ちょっとスポーツ課にお聞きしたいのですけれども、市営球場

の市有地について、あそこへ新しく家を建てた方がいますね。何か使用についての条件をこちらで

のんでいるというようなことはありますか。向こうで条件を出されて市のほうでわかりましたとい

うような条件をのんでる。あそこの北側の道を歩くのでさえもいろいろ言ったり、それがいろいろ

言うだけならいいけれども、高出におまわりさんいますが、駐在所のおまわりさんがとんで来るん

ですよね。で、何だかんだ言うんですよ。あんた何だっていうような。電話が入ると来ないわけに

いかないんだと。そのたびにとんで来るというようなことで、それは住民が住むということは大切

なことだから、それを妨害するのもいけないとは思いますけれども、やはり球場ですのでね、それ

は騒ぎもあるとは思うけども、何かそういう条件はないでしょうね。静かにしますとかそこは通り

ませんとか。そういった条件つきでもって市が民家とそういう、そんなことはあるはずがないと思

うんだけど。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 市営球場の使用につきましては、やはり近隣の住民からはボールの飛び

込みだとか、危険だというような御意見はたびたび頂戴をしておりますけれども、特に市としての

んでいるという条件はなく、使用していただく方にはできるだけ練習のときには外で監視員をつけ

てほしい、できるだけほしいということをお願いしていることが１つと、もう１つは、子供たちの

登園時についてはバッティング練習はしないようにということでお願いはしていますけれども、特

にそのほかでは市のほうでのんでいるというような条件はございません。 
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石井委員 その今の２点は条件としてのんでいるわけだね。 

胡桃生涯学習スポーツ課長 条件というか、あくまでもその使用者の責任としてお願いをしていると

いうレベルでございます。 

石井委員 わかりました。それならいいですけれども、なんか新しく来た人に条件づけでやられて、

こっちでもって小さくなってりゃ、非常におかしな問題だなと思っていますけれども。そういうこ

とのないように、やっぱりあそこへ来た限りには野球場があるということを知っていて来たわけな

んで、ある程度はね。私らも球場の中では騒いでもいいというふうには思っていますけども、道路

で騒ぐとかそういうことは、練習をさせるとかというようなことは、禁止させるようにしています。

ただ、夏の暑いときにアンダーシャツだけで歩いてるとかっていう、そこまでいろいろ言われると、

何でそんなことまで言われてやらなきゃいけないかなというふうに私は思うので。で、おまわりさ

んに、おまわりさん何言ってるんだといって、私も返事しましたけれども。私は電話が来れば来な

いわけにはいかないというような、そんなことでありますので、よろしくひとつお願いします。 

山田教育長 そのほか教育委員の皆様方よろしいでしょうか。事務局から何かありましたらお願いし

ます。 

横山教育企画係長 本日、年間予定表をお配りしてございますので、これまで何回か協議会等でお配

りしておりますが、調整が入って変更になっている部分もございます。本日お配りしたもので予定

を立てていただければと思いますのでお願いいたします。以上です。 

 

６ 閉会 

山田教育長 それでは、これをもちまして３月定例教育委員会を閉会といたします。ありがとうござ

いました。 

１５時４０分 閉会 
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